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１ 環境委員の役割

環境委員さんの役割は以下のとおりです。地域の実状に合わせて、区長さんや自治区役員さんと協議・協

力して活動してください。 

（１）ごみ減量の普及啓発 

市内の一般家庭から出ている燃やすごみの中には、「古紙類」、「古布類」、「プラスチック製容器包装」

等の資源としてリサイクルできるものが約３０％含まれています。（令和２年度組成分析調査から ※P

３左下グラフ参照）また、埋めるごみの中には約１３％の資源化できる飲料用びん等が含まれています。

ごみを減量するには、資源・ごみの適正な分別や３Ｒの推進が非常に重要です。ごみ減量への取組を地

区住民に理解してもらうために、自治区の行事や会合等で、ＰＲをお願いします。 

（２）ごみ出しの分別指導 

ごみは分別区分ごとに処理方法やリサイクルの方法、処理施設が異なるため、きちんと分別ルールを守

っていただく必要があります。 

自治区のごみステーションの分別状況を確認していただき、状況に応じて分別指導をお願いします。有

効な指導方法に、立哨活動があります。 

（３）ごみステーションの美化活動 

ごみステーションの維持管理は、各自治区や集合住宅の家主さんなどにお願いしています。ごみステー

ションを常にきれいにしておくことは、ごみ出しマナーの向上につながるだけでなく、地域外からのごみ

の持ち込み防止にもつながります。 

また、分別ルールが守られていない、決められた時間までに出されていないなど、利用状況の良くない

ごみステーションについては、その利用者が順番に立哨活動を行うことにより、改善を図ることができま

す。 

（４）ごみの散乱防止  

空き缶やタバコの吸殻などのポイ捨てを減らすためには、捨てられにくい環境をつくることが大切で

す。場所によっては、ポイ捨て防止の看板設置や、ロープを張るなどの対策をとることも効果的です。 

ごみ散乱防止対策については、清掃業務課（電話71-3003）までご相談ください。 

２ 活動資材について

立哨活動用 …………  軍手・腕章・啓発用帽子*（循環型社会推進課71-3001） 

            *啓発用帽子は在庫にある限り 

分別啓発用 …………  ごみガイドブック等パンフレット（循環型社会推進課、支所・出張所） 

ごみｽﾃｰｼｮﾝ管理用 …  防鳥ネット、看板など（清掃業務課71-3003） 

※防鳥ネットなどのごみステーション用資材は区長さんからの申請により支給しています。 

３ ごみ出しルールについて

ごみの出し方については、「ごみガイドブック」のとおりですが、ルールが守られて

いないごみステーションも見られます。ルール違反は、収集ができないとともにステー

ション周辺住民の迷惑になりますので、以下のルールを守っていただくようお願いしま

す。 

（１）きちんと分別して出しましょう 

きちんと分別することがごみの減量とリサイクルの推進につながります。ごみは種類によって処理方

法や搬入場所が異なります。分別が不十分だと適正な処理ができません。 

（２）指定ごみ袋に入れて出しましょう 

ステーションの美化、収集効率向上のために指定ごみ袋で出していただいています。なお、指定ごみ

袋以外で出されたものは収集をしないため、必ず指定ごみ袋で出すようにご指導ください。 

（３）指定日の８時３０分までに出しましょう 

ごみステーションから収集する時間は決まっていません。ごみの量や交通事情によって、収集が午前

から午後に変わることもあります。なお、祝日（年末年始を除く。）も通常どおり収集しています。 

（４）指定のステーションに出しましょう 

各自治区等でごみステーションを管理していただいています。美化活動など、それぞれのステーショ

ンのルールに従いましょう。 

４ 分別ごみステーションの取り残しごみの取扱いについて

「燃やすごみ」「金属ごみ」「埋めるごみ」「プラスチック製容器包装」について､分別されていないな

どのルール・マナーが守られていないものは、排出者の意識を喚起するため、注意文を書いた黄色いエ

フ（荷札）を貼り付け、ごみステーションに残しています｡ 

しかし、そのために支障が生じるような場合は、自治区で収集・運搬して直接処理施設に搬入するか、

自治区で分別し、指定ごみ袋に入れ、指定日にごみステーションへ出していただくようお願いします。

 ５ ごみと資源の出し方について  

  「ごみガイドブック」で出し方の確認をお願いします。＜＞内は冊子のページ 

① 燃やすごみ ＜P3＞ 
② 金属ごみ  ＜P4＞ 
③ 埋めるごみ ＜P5＞ 
④ プラスチック製容器包装 ＜P6＞ 
⑤ 資源（ガラスびん、飲料缶、ペットボトル）、有害ごみ、危険ごみ ＜P7.8＞ 
⑥ 粗大ごみ  ＜P11.12＞ 
⑦ 古紙類   ＜P13.14＞ 
⑧ 古布類   ＜P13.14＞ 

環境委員の活動について

☆３Ｒの推進… 「リデュース」：不要なものは買わない  「リユース」：使えるものは繰り返し使う

「リサイクル」：資源として再生利用する 
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６ 不法投棄対策について

１ 不法投棄物の処理について 

（１）自治区､不法投棄パトロール隊に登録している地域ボランティア活動による収集物 

 ＜対 応＞代表者の方から清掃業務課又は支所（旧町村地区）への連絡により回収します。 

＜お願い＞区民会館など公共の場所に分別収集して、収集量等の連絡をお願いします。 

（２）道路、河川、公園等公共施設から直接の回収が必要な不法投棄物 

 ＜対 応＞連絡により施設管理者が回収します。 

 ＜お願い＞所管部署に投棄場所・投棄物等の連絡をお願いします。 

（３）民有地（個人等所有の土地）への不法投棄物 

 ＜対 応＞土地所有者が自主的に回収して清掃事業所又は支所（旧町村地区）へ自己搬入してください。 

 ＜お願い＞状況によっては、自治区長立会いのもと土地所有者等と共働により不法投棄物の回収に協力 

できますので、清掃業務課まで連絡をお願いします。 

［連絡先］ 

豊田市 環境部 清掃業務課 （0565）71-3003 

支所市民生活担当 
旭 支 所 68-2213 足助支所 62-0600 稲武支所 82-2511 

小原支所 65-2001 下山支所 90-4411 藤岡支所 76-2103 

 ≪道路等≫ 

道 路 

国道 （国）名古屋国道事務所 豊田維持出張所 32-6110 

県道 
（県）豊田加茂建設事務所 維持管理課 

35-9326 
（県）足助支所  62-0047 

市道 （市）道路維持課 34-6645 （市）地域建設課 62-0604 

林道 （市）森林課 62-0607 

公   園 （市）公園緑地つかう課  34-6621 

河   川 
（市）河川課 34-6672 （国）豊橋河川事務所 （0564）22-1564 

（県）豊田加茂建設事務所 維持管理課  35-9319 （県）足助支所 62-0047 

≪その他≫ 

事業系ごみ(産業廃棄物等)の不法投棄 （市）廃棄物対策課  34-6710 

道路上の放置自転車、車両（そのままの状態で） （市）交通安全防犯課  34-6633 

ナンバー付き原動機付自転車 （市）市民税課  34-6617 

ＬＰガスボンベ（そのままの状態で） 

豊田警察   35-0110 又は 

足助警察     62-0110 

LP ｶﾞｽ協会西三河支部  80-1062 

２ 不法投棄防止対策について  

（１）市民等との共働活動 

①不法投棄パトロール隊【登録制度】（清掃業務課 電話 71-3003） 

   対  象：２年以上継続して年間４回以上の活動を行う有志による団体（５名以上） 

   主な活動：定期的なパトロール及びポイ捨てごみの回収、まち美化活動 

   支援内容：活動資材（消耗品、原材料）の支給[予算範囲内]、収集したごみの回収など 

 ②不法投棄等の通報に関する覚書の締結に基づく措置内容連絡会議（市廃棄物対策課34-6710）

   郵便局、タクシー協会､中部電力､森林組合､猟友会などと監視活動を実施 

（２）行政主体の対策 

①不法投棄パトロール員の設置 

  体 制：６班１６名体制（パトロール車 渡刈２台、藤岡２台、足助２台） 

活 動：不法投棄多発箇所のパトロール、不法投棄ごみの回収 

②不法投棄監視カメラシステムの設置 １３機（本物カメラ３、ダミー１０） 

③不法投棄対策連絡会 行政関係部署（警察、国、県と市各課）と連携 

 ④ポイＳＴＯＰ計画の実施 不法投棄を未然に防ぐ市民意識の醸成を図るため、子どもたちへの 

環境教育や街頭啓発活動をポイＳＴＯＰくんとともに行う。 

≪参考データ≫ 

■ 不法投棄物処理実績

処 理 主な回収品目(個数) 

年度 件数 処理量 テレビ エアコン 冷蔵庫 洗濯機 タイヤ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 自転車

Ｒ０２ 1,507 76.6t 158 8 59 43 442 21 27

Ｒ０３ 1,482 85.7t 148 3 35 48 371 30 11

■ 市民等の自己搬入

年度 件数 家電 5品目 タイヤ バッテリー 自転車 粗大ごみ 分別ごみ(袋)

Ｒ０２ 168 72 43 11 7 302 870

Ｒ０３ 116 31 30 14 1 167 979

※自己搬入とは 

管理する土地に不法投棄をされた方が、直接、清掃事業所(渡刈町)に分別して持ち込む方法

■ 不法投棄パトロール隊（登録数）（令和４年４月６日時点） 

年 度 団体登録数 人 数 活動回数 活動延べ人数 

Ｒ０２ 201 6,624 人 3,035 回 24,687 人

Ｒ０３ 203 6,595 人 2,778 回 25,201 人

※ 不法投棄問題は､これを行えば必ず無くなるといった絶対的な対策はみつかりません。 

不法投棄未然防止への市民意識の醸成にも時間がかかります。 

今後も皆さまと市民が共働して、根気よく活動を継続することが肝要と考えています｡ 

今後とも皆さま方のご理解､ご協力をお願いいたします。
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≪市清掃事業の沿革（抜粋）≫ 

・平成 ９年 ４月 ごみの分別を６分別８種類に変更 

・  １３年 ４月 粗大ごみ戸別収集有料化、家電リサイクル法施行、野外焼却の禁止 

・  １７年 ４月 ７市町村合併 

・  １８年 ４月 勘八処分場閉鎖、「グリーン・クリーンふじの丘」供用開始 

・  １９年 ４月 「渡刈クリーンセンター」供用開始 

          「プラスチック製容器包装」の分別収集開始 

・  ２１年１１月 「小型家電の回収事業」試行開始（２２年１０月 正式事業化） 

・  ２２年 ７月 「緑のリサイクルセンター」供用開始 

・  ２３年 ４月 「危険ごみ」新設 ごみの分別を７分別１０種類に変更 

・  ２６年 ４月 「リユース工房」正式に開始 

・  ２７年 ４月 ごみステーションからのごみの 

          持ち去りを禁止（条例施行） 

・  ２７年 ７月 資源・ごみ分別アプリ「さんあ 

          ～る」配信開始 

・  ２８年１２月 スプレー缶穴開け廃止  

≪参考データ≫         

１人当たりの年間ごみの量 …２３９㎏（Ｒ０１）  

１日当たりのごみの量   …２７９ｔ（Ｒ０１） 

１人１日当たりのごみの量 …６５４ｇ（Ｒ０１） 

ごみ処理にかかる費用  …５７億円/年（Ｒ０１） 

１人当たりにかかる費用…１３，４５８円/年（Ｒ０１） 

ごみ処理過程における収益…１０億円/年（Ｒ０１） 

１人当たりの収益   ……２，４３９円/年（Ｒ０１） 

１ 「集団回収事業報奨金」制度 

家庭から排出される古紙類、古布類などを資源として回収し、リサイクルを積極的に推進している登録団

体（自治区、子ども会、ＰＴＡなど）に対し、報奨金を交付します。 

区 分 Ｈ３０ Ｒ０１ Ｒ０２ Ｒ０３ 
前年比（％）

回
収
量

古紙類(kg) 4,338,507 3,875,043 2,814,339 2,572,119 91.4

古布類(kg) 98,847 95,982 80,188 68,972 86

計(kg) 4,437,354 3,971,025 2,894,527 2,641,091 91.2

報
奨
金

古紙類(円) 21,692,535 19,375,215 15,650,335 14,234,327 91

古布類(円) 494,235 479,910 400,940 344,860 86

２品目(円) 8,210,000 8,036,000 6,878,000 7,092,000 103.1

計(円) 30,396,770 27,891,125 22,929,275 21,671,187 94.5

活動団体数 562 554 458 480 104.8

２ 「リサイクルステーション」事業

家庭から排出される古紙・古布・飲料缶・ペットボトル等の「資源」を回収し、一時保管する常設の拠点

施設（ステーション）です。回収した「資源」は再生業者を経由して資源として再生利用されます。 

【回収量】 市内の全リサイクルステーション回収量の実績です。              （単位 t） 

年度 新聞紙 雑誌 段ボール 紙パック 古布 
ペット
ボトル

飲料缶 びん 
プラ製 
容器包装 

合計 

Ｈ２８ 2,889 2,817 1,718 74 435 647 325 1,529 358 10,792

Ｈ２９ 2,589 2,756 1,737 72 430 602 316 1,453 391 10,346

Ｈ３０ 2,362 2,701 1,760 72 445 649 318 1,478 398 10,183

Ｒ０１ 2,089 2,636 1,755 74 484 693 359 1,371 415 9,876 

Ｒ０２ 1,767 2,331 1,893 83 473 663 357 1,325 385 9,277 

Ｒ０３ 1,897 2,444 2,125 85 485 737 391 1,417 460 10,041

３ 「リユース工房」事業

【Ｒ０３ 実績】来館者数（延べ）３，０９５人  

販売数（延べ）５８９点 

入札件数２，６６７件   

リユースできた重量 ６，６１５㎏ 

４ その他 

（１）生涯学習出前講座 

１０人以上で構成される団体に対して、資源とごみの分け方、出し方とリサイクルの流れについて職員

が説明します。                    【Ｒ０３ 開催実績】 １１回（３１０人参加）

（２）羽毛布団のリサイクル 

   平成２８年１１月から粗大ごみや処理施設に持ち込まれた羽毛布団を回収し、羽毛布団やダウンジャケ

ットの材料としてリサイクルしています。        【Ｒ０３ 回収実績】１４１枚 ３３６㎏ 

≪ 資料編 ≫

（事業系含む） 

※令和３年度は速報値
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令和４年度の豊田市環境部の業務及び関連する支所の業務は、次のとおりです。 

（環境委員活動に関するもののみ抜粋してあります。） 

環境部の業務について

環境政策課 
℡３４－６６５０ 

環境保全課 
℡３４－６６２８ 

廃棄物対策課 
℡３４－６７１０ 

循環型社会推進課 
℡７１－３００１

環

境 

部

■公害諸法に基づく苦情対応 
（騒音・大気汚染、悪臭・振動・水質汚濁・土壌汚染・地盤沈下）
■ごみ屋敷等不良な生活環境対応 

■産業廃棄物の不法投棄の防止 
■産業廃棄物に関する苦情対応 
■野焼きに関する苦情対応

■ごみ減量啓発、資源化の促進 

■環境委員の活動支援 

■集団回収事業報奨金制度 

■ごみカレンダー及び資源・ごみの分け方、出し方の作成 

■リサイクルステーションの設置及び運営管理 

■リユース工房の運営管理 

■資源・ごみ分別アプリの運営管理 

■とよたエコライフ倶楽部事務局 

■一般廃棄物の焼却及び資源化、焼却灰の処分及び有効利用

■一般廃棄物の処理施設の維持管理及び補修、運転管理 

■放置自転車、放置車両の対応 

清掃業務課 
℡７１－３００３ 

■資源、ごみ及びし尿の収集業務 

■ごみ袋の販売斡旋 

■ごみステーションに関する原材料支給 

■不法投棄防止事業 

■空き地環境保全（草生え苦情処理） 

■し尿くみ取り券に関する業務 

藤岡プラント 
℡７６－２０２７ 

環境部以外の関係課

■資源、ごみ及びし尿の収集業務 

■ごみ袋の販売斡旋窓口 

■し尿くみ取り券の販売等 

■不法投棄パトロール隊活動支援の申請書受理、物品受渡し

交通安全防犯課 

℡３４－６６３３ 

各支所（市民生活担当） 

旭   68-2213 
足助 62-0600 
稲武 82-2511 
小原 65-2001 
下山 90-4411 
藤岡 76-2103 

■豊田市エコファミリー支援補助金 
（次世代自動車、太陽光発電、家庭用燃料電池等） 
■自然観察の森、eco-T（エコット）の維持管理・運営 

清掃施設課 
（渡刈ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） 
℡２８－２０００ 

ｸﾞﾘｰﾝ・ｸﾘｰﾝふじの丘 
℡７５－２１０１ 

清掃事業所 

緑のリサイクルセンター
℡４３－２０８０ 

～ みなさまへのお願い ～

（１）在宅医療で使用した注射針・注射器の捨て方について

在宅医療により、ご家庭で使用された後の注射針などは、地域の皆様やごみ収集作業員の安全面からも、

適切に処理していただく必要があります。注射針や注射針が取り外せない注射器は、豊田市では収集でき

ません。ご注意いただくとともに、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

◆豊田市で収集できないもの：注射針・穿刺針（せんししん）、注射針が取り外せない注射器 

  →注射針は、針が貫通しない固い容器に入れて、医療機関にお持ちください。 

◆豊田市で収集できるもの：注射針を取り外した後の注入器やカートリッジ 

  →注射針を取り外して、プラスチック製のものは「燃やすごみ」、ガラス製のものは「埋めるごみ」

の指定袋に入れて出してください。 

※注射針を取り外した後の注入器のほか、在宅医療のために使用した、蓄尿袋や吸引チューブ、 

ガーゼ、使い捨て手袋などは、「燃やすごみ」として豊田市が収集します。 

（2）スプレー缶（エアゾール缶）の穴開け廃止について

スプレー缶は、穴開けによる事故を防ぐため、平成２８年３月から穴開けを廃止にしました。中身を使

い切った後、そのまま＜危険ごみ＞に出してください。※金属ごみではありません。 

また、プラマークがあっても、「火気と高温に注意」と記載のあるエアゾールボトルはスプレー缶と同様

に＜危険ごみ＞です。間違えた分別で出されると、収集時に大変危険ですので、ご注意ください。 

＝＝＝ お知らせ ＝＝＝

（１）スマートフォン用資源・ごみ分別無料アプリ「さんあ～る」が便利です！ 

分別方法や処理場等の検索や、資源・ごみの収集日のカレンダー表示やアラーム機能がついた 

無料アプリです。出し忘れ防止や分別を調べるのに役立ちます。英語・中国語・ポルトガル語・ 

スペイン語も配信しています。ぜひご活用ください。 

 インストール方法等はチラシを参照してください。 

（２）粗大ごみの再生施設「リユース工房」が好評です！ 

家庭から出された粗大ごみの中からまだ使える家具等を清掃事業所内で、清掃、補修し、リユース家

具として展示販売しています。毎月５０点程度展示し、ほぼ完売しています。 

入札の流れ・手続きなど詳細は豊田市のホームページを確認してください。 

産業フェスタと中央図書館の出張リユース工房も予定しています。 

（３）出前講座 「ごみの分別、資源化」

申込みいただいた自治区等に市職員が出向き、ごみの分別や資源化について詳しく説明します。是非

ご利用ください。（日程調整が必要なため、１か月前にお申し込みください。） 

講座名①：資源・ごみの分別、ダイエット作戦！ （説明時間：約３０分～１時間） 

申込先 ：循環型社会推進課 電話７１－３００１

（４）ダンボールコンポスト講座を開催します！ 

 ダンボールコンポストを使用して、生ごみをたい肥化する方法を基礎講座で学びます。モニター（簡

単な取組記録とアンケート）にチャレンジする方にはダンボールコンポスト器材を無料で提供します。 

 基礎講座の申し込みは、環境学習施設ｅｃｏ－Ｔまでお願いします。 

 申込先 環境学習施設ｅｃｏ－Ｔ（エコット） 電話２６－８０５８        


